
 
 
 
 
 
 
 
 
●別途お渡ししている「ご契約のしおり・約款」の記載内容につきまして、本文書のとおり、一部を変更させ
ていただきます。まことに恐縮ですが、「ご契約のしおり・約款」と合わせてご一読・保管くださいますよ
うお願いいたします。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更内容】 

 ◆「取扱総則規定約款」の「別表」「４．感染症」 １～３ 
  「特別扱保険契約特約」の「別表１ 対象となる感染症」 １・３ 
   上記別表につぎのとおり追記します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
【本社】 

  〒103-6031  東京都中央区日本橋2丁目7番1号 

【お客様サービスセンター】 

  電話番号 0120-97-2111（通話無料） 

  営業時間  月～金曜日 9時～18時  土・日曜日 9時～17時 

  （祝日・年末年始（12月30日～翌年1月4日）は休業します） 

 
個-730-20-046(2020/5/18) 

「ご契約のしおり・約款」変更のお知らせ 

（2020年 5月版） 

 
〔対象の「ご契約のしおり・約款」〕 
 
１保険組曲Ｂｅｓｔ（2019年11月版） 
２ひまわり認知症予防保険・保険組曲Ｂｅｓｔ既成緩和（2019年11月版） 
３保険組曲Ｂｅｓｔ(更新・変更)（2020年3月版） 
 

（途中省略） 
（注）新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令

和２年政令第 11 号）第１条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。以下同様としま
す。）は、対象となる感染症に含めます。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第２項、第３項または第４項の疾病に指定され
た場合、その指定が解除された日以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症は対
象となる感染症に含めません。 


